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１ 計画策定の背景と趣旨 

 

本市では、平成 31 年に情報化の基本的な方向性と具体的な施策を示す「徳島市情報化基

本計画」（以下「基本計画」という。）を策定し、ＩＣＴを利活用した、市民の利便性向上

や行政事務の効率化等の取組を計画的に推進してきました。 

令和４年３月には、基本計画の後期計画として、基本計画の取組を継承しつつ、デジタル

技術の活用が社会や人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変革させるという、デジタ

ル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の考え方を取り入れた、「徳島市デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画」（以下「前計画」という。）を策定しました。この

計画は、本市のＤＸ推進の基本的な方向性と具体的な施策を示すもので、デジタル技術の活

用による、地域課題の解決や市民の利便性の向上、行政事務の効率化等に取り組んできまし

た。 

しかし、デジタル技術やその市場は、技術革新が著しいスピードで進展しています。テレ

ワークやウェブ会議等の普及による働き方やコミュニケーションの変化、デジタル社会のパ

スポートとしてマイナンバーカードが広く普及し、マイナ保険証やマイナ免許証等の社会生

活の身近で様々な場面においてマイナンバーカードが利活用できるようになるなど、多様な

変化が起こっています。一方で、情報セキュリティやデジタルデバイド（情報格差）の拡大

等への不安も指摘されています。また、最近では、生成ＡＩが急速に普及し、日常生活や企

業活動に変化をもたらしています。 

本市を取り巻く環境としては、人口減少や少子高齢化の更なる深刻化が予想されています。

労働力の確保が難しくなることに伴い、デジタル技術を活用した利便性の高い住民サービス

の実現や内部事務の業務改革が求められる一方で、デジタル技術を活用できる人材の不足等

も課題となっています。 

このような様々な変化に応じて、国や県におけるデジタル化の動向も目まぐるしく変遷し

ています。また、令和７年３月には本市の最上位計画の見直しもあり、これらにも対応して

いく必要があります。 

  こうした背景を踏まえ、これまでの取組を継承しつつ、必要な見直しを行うなどの改定を 

行い、「徳島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画２０２６」（以下「Ｄ

Ｘ推進計画」という。）を策定します。 
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２ 本市を取り巻く環境の変化 

 

⑴ 国におけるデジタル化の動向 

 

国においては、令和２年 12 月に、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を決

定し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりの

ニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残

さない、人に優しいデジタル化～」が示されました。 

これを受け、「デジタル社会形成基本法」が施行され、地方公共団体の責務として、「地

方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施

する責務を有する。」こととされているほか、国及び地方公共団体は、相互に連携を図る

こととされています。 

また、総務省では、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、

総務省及び関係省庁による支援策等を取りまとめた「自治体デジタル・トランスフォーメ

ーション（ＤＸ）推進計画」（以下「自治体ＤＸ推進計画」という。）が策定されました。

自治体ＤＸ推進計画は、最新の取組を反映するなど、随時改定が行われており、令和７年

12 月には第 5.0 版が策定されています。なお、現在の自治体ＤＸ推進計画は、令和７年度

末までを計画期間としていたところ、デジタル重点計画等の政府文書には計画期間が定め

られていないこと、今後も中長期的に継続的な取組が見込まれることから、計画期間は設

定しないこととされています。 

「デジタル社会形成基本法」や自治体ＤＸ推進計画では、デジタル社会形成のため、自

治体におけるＤＸ推進を求めています。本計画の策定に当たっては、自治体ＤＸ推進計画

において自治体が取り組むべき事項・内容として掲げられる事項を、本計画の取組項目に

反映させるなど、適切に国の動向と整合性を図る必要があります。 
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【図表１】「自治体ＤＸ推進計画（第 5.0 版）」において、各自治体が取り組むべき事項・内容 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 県におけるデジタル化の動向 

 

徳島県においては、令和７年３月に「とくしま新未来ＤＸ推進プラン」を策定していま

す。この計画の期間は、令和７年度から令和10年度までの４か年となっています。 

「とくしま新未来ＤＸ推進プラン」では、デジタル技術を活用した地域課題の解決を通

じて、「地域としての魅力の創造」に取り組むこととしており、徳島県が目指すべき将来

像（ビジョン）「『未来に引き継げる徳島』の実現」に向け、重点的に取り組むべき課題

（戦略）を設定し、取組を進めていくこととされています。 

また、徳島県と県下市町村との間で、「徳島県・市町村情報化推進協議会」を構成し、

情報システム等の共同調達や情報共有を行うなど、連携して情報化施策の推進を行ってい

るところです。 

本市としても、県の施策の実施状況を注視しながら、今後の本市デジタル化の施策に反

映させるとともに、引き続き連携して取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

１ 自治体ＤＸの重点取組事項 

 ⑴ 自治体フロントヤード改革の推進 

 ⑵ 地方公共団体情報システムの標準化 

 ⑶ 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づく 

共通化等の推進 

⑷ 公金収納におけるｅＬ－ＱＲの活用 

 ⑸ マイナンバーカードの取得支援・利用の推進 

 ⑹ セキュリティ対策の徹底 

 ⑺ 自治体のＡＩの利用推進 

 ⑻ テレワークの推進 

     

２ 自治体ＤＸの取組とあわせて取り組むデジタル社会の実現に向けた取組 

 ⑴ デジタル実装の取組の推進・地域社会のデジタル化 

 ⑵ デジタルデバイド対策 

⑶ デジタル原則を踏まえた規制の点検・見直し 
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【図表２】「とくしま新未来ＤＸ推進プラン」のビジョンとミッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ビジョン（目指すべき将来像） 

「未来に引き継げる徳島」の実現 

 

２ ミッション（果たすべき使命）と戦略 

⑴ 安心度ＵＰ 

・徳島新未来創生に向けた教育再生 

・一人ひとりが自分らしく輝ける社会づくり 

・切れ目のない子育て支援をはじめとした「こどもまんなか社会」の実現 

・健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実 

・危機管理体制の充実と県土強靭化（レジリエンス）の推進 

・県民生活の安全・安心確保 

⑵ 魅力度ＵＰ 

  ・観光立県の推進～徳島観光復活ビッグバン～ 

・スポーツ立県の推進 

・攻めの農林水産業 

・地域経済を牽引する企業の成長と新産業の創生 

  ・労働力・後継者不足対策の推進 

・国内外から選ばれる魅力的な地域づくり 

⑶ 透明度ＵＰ 

  ・開かれた県政運営の推進 

  ・時代のニーズに対応する県政運営体制 
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⑶ 本市の環境変化 

 

  ① 人口減少と少子高齢化 

 

国立社会保障・人口問題研究所の報告書では、徳島市の人口は、2050年（令和32年）

には、192,475人になると推計されており、2020年（令和２年）の252,391人から59,916

人減少し、割合では約23.7％の人口が減少する見込みとなっています。 

また、高齢者の人口割合（65歳以上の人口の割合）も、2020年（令和２年）の30.7％

から2050年（令和32年）には更に高まり、41.1％にも達することが見込まれます。 

さらに、生産年齢人口割合（15～64歳の人口の割合）も、2020年（令和２年）の

58.4％から、2050年（令和32年）には49.8％まで低下することが推測されています。こ

れは、生産年齢人口が５万人以上減少することを示しています。 

現役世代の減少による人材不足の深刻化は、行政サービスの分野においても同様に起

こることが予想されることから、限られた人的資源をいかに効果的・効率的に活用し、

安定した質の高い市民サービスを維持していくかが大きな課題になります。 

このため、ＡＩやＲＰＡ等のデジタル技術を活用し、行政事務の効率化等による業務

改革や市民の利便性の向上を図ることが必要になります。 

 

【図表３】本市の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

252,391 人 

192,475 人 ％ 
30.7 

％ 
41.1 

％ 
58.4 

％ 
32.5 

％ 
57.2 

％ 
50.5 

％ 
34.3 

％ 
36.0 

％ 
38.7 

％ 
40.1 

％ 
56.0 

％ 
54.6 

％ 
51.9 

％ 
49.8 

10.8％ 9.1％

 

244,731 人 235,582 人 
225,797 人 

215,077 人 
203,711 人 

9.4％ 

(人) 

9.4％ 9.3％ 9.7％ 10.3％ 

※小数点第二位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない年があります。 

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和５年 12 月） 
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② 上位計画の見直し 

 

本市では、令和３年３月に策定した「徳島市総合計画２０２１」に基づき、諸施策に

取り組んできました。 

しかし、本市を取り巻く課題は山積しており、このような中、将来にわたって持続可

能な地域社会を維持していくためには、様々な社会情勢の変化を的確に捉え、新たな方

針や目標に向かって政策を推進する必要があります。 

このため、本市の目指すべき将来像（「おどる街 つながる笑顔 水都とくしま」）や

その実現に向けた政策等を明らかにし、市政を長期的な視点で総合的かつ計画的に推進

していくための本市の最上位計画として、「徳島市総合計画２０２５」（以下「総合計

画」という。）を令和７年３月に策定しました。 

また、将来像の実現のためには、健全な行財政経営による下支えが不可欠であり、総

合計画において３つの行政運営方針（①持続可能な市民サービスの構築、②健全な財政

基盤の確立、③行政運営機能の強化）を掲げています。この方針を基本方針とし、具体

的な取組を定めるものとして、これまでの「徳島市行財政改革推進プラン2021」の見直

しを行い、「徳島市行財政改革推進プラン2025～質の高い市民サービスを創り続ける行

財政経営の実践～」（以下「改革推進プラン」という。）を令和７年７月に策定しまし

た。 

これらの新たな計画においては、デジタル技術を活用しながら、業務効率化や市民の

利便性向上を図るとともに、社会課題の解決や本市の魅力向上に向けた取組を加速させ

ていく必要があることが示されています。また、デジタル人材を確保・育成していくこ

ととされています。 

ＤＸ推進計画は、これらの計画を上位計画として、各計画で取り組む各施策の着実な

実施のために、デジタル技術を活用して効果的・効率的に支えていくための基本的な方

向性や具体的な施策を示すものと位置付けていたため、これらの新たな計画と整合性を

図った見直しを行うことにしました。 
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３ 計画の位置付け 

 

⑴ 本市の上位計画との位置付け 

 

本計画は、前計画から引き続き、本市の最上位計画である総合計画と、本市の行財政改

革を推進する改革推進プランで取り組む各施策の着実な実施のために、デジタル技術を活

用して、効果的・効率的に支えていくための基本的な方向性や具体的な施策を示す計画と

して位置付けます。 

 

⑵ 自治体ＤＸ推進計画との位置付け 

 

本計画は、国の自治体ＤＸ推進計画を踏まえ、主に、本市において相互に関連するＤＸ

の取組を総合的かつ効果的に実施し、全庁的にＤＸを強力に推進していくための全体的な

方針と、それに基づき個別のＤＸの取組を進めるための基本的な計画として位置付けま

す。 

 

⑶ 市町村官民データ活用推進計画としての位置付け 

 

平成 28年 12 月に制定された、官民データ活用推進基本法第９条第３項において、市町

村における官民データ活用の推進に関する施策の基本的な計画の策定が努力義務とされ

ています。 

本市においては、同法において、市町村に求める次の５つの施策を本計画に含むことに

より、本計画を「市町村官民データ活用推進計画」として位置付け、計画的かつ効率的に

官民でのデータ利用を促進していきます。 

  

【図表４】市町村に求める施策と本計画における取組 

 市町村に求める施策 本計画における取組 

１ 
手続における情報通信の技術の利用等

に係る取組 

行政手続のデジタル完結 

２ 官民データの容易な利用等に係る取組 オープンデータの推進 

３ 
個人番号カードの普及及び活用に係る

取組 

マイナンバーカードの利用促進 

４ 利用の機会等の格差の是正に係る取組 デジタルデバイド（情報格差）への対策 

５ 
情報システムに係る規格の整備及び互

換性の確保等に係る取組 

基幹系情報システムの安定稼働及び標

準化・共通化対応 
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４ 計画の期間 

 

本計画の期間は、令和８年度から令和 11年度までの４年間とします。 

なお、策定後においても、本市を取り巻く環境変化、デジタル技術の進歩及び国の動向等

も踏まえながら、必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

【図表５】計画の期間 

  

 

 

 

 

 

令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

令和
11年度

総合計画

行財政改革推進プラン

ＤＸ推進計画

総
務
省

自治体ＤＸ推進計画

徳
島
県

とくしま新未来ＤＸ
推進プラン

徳
島
市

自治体ＤＸ推進計画
※期間設定なし

総合計画２０２５
※10年間（令和16年度まで）

行財政改革推進プラン2025
※４年間

ＤＸ推進計画２０２６
※４年間

とくしま新未来ＤＸ推進プラン
※４年間
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５ 推進体制 

 

本市行政のデジタル化を推進し、情報システムの適正かつ効率的運用を図るため、行政の

デジタル化全体を指導統括する最高情報統括責任者（ＣＩＯ）を設置しています。 

また、デジタル化推進に向けた全庁的な方向性の決定や、デジタル化推進に係る施策の策

定等を行うために、「徳島市デジタル化推進委員会」（第一副市長を委員長とし、各部局長等

で構成）を設置しており、本委員会を中心に、本計画の進行管理を行います。 

各担当課等においては、具体的な取組項目の実施主体となるため、デジタル技術を活用し

た取組を推進するために設置している、デジタル担当職員を中心に計画的に取り組んでいき

ます。 

 

【図表６】推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・デジタル化推進に係る施策

の作成や見直し等 

※会長は総務部長 

 

各 部 局 

 

 

 

 

 

・具体的な取組項目の計画・実施 

委員長 ： 第一副市長  副委員長： 第二副市長、政務監 

委員  ： 各部局長等 

・デジタル化推進に向けた全庁的な方向性の決定 

・デジタル化推進に係る施策の策定やＤＸ推進計画の進行管理 等 

ワーキンググループ 

（必要に応じて設置） 

徳島市デジタル化推進委員会 

各 担 当 課 等 

 

 
デジタル担当職員 

（ＤＸ主任・ＤＸ推進員） 

 

徳島市デジタル化推進部会 

市   長 

 

ＣＩＯ（最高情報統括責任者）［第一副市長］ 

 

 

調整・指示 報告 

設置・構成員指名 

参加 
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６ 前計画の振り返り 

 

⑴ 前計画の取組 

 

令和４年度から令和７年度までの４年間の計画期間である前計画では、次のとおり４つ

の取組方針を定め、具体的な37の取組項目を実施してきました。 

  

【図表７】前計画の４つの取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１「地域課題の解決と新たな価値の創造」 

遠隔通信機器を利用した鳥獣被害対策や防災拠点での情報収集・伝達手段の確

保、小中学校におけるＩＣＴ環境の整備等、様々な課題に対し、タブレット端末 

やＷｉ－Ｆｉ等のデジタル技術を活用することにより、地域の課題解決に取り組 

んできました。 

 

取組方針２「行政サービスの更なる拡充による市民の利便性の向上」 

 市民の生活様式が多様化する中、行政サービスにおけるＬＩＮＥ活用やキャッ 

シュレス決済の推進、電子申請の充実やマイナンバーカードの利活用推進等、時 

間や場所を選ばない市民サービスの提供に取り組んできました。 

   

取組方針３「行政運営の簡素化及び効率化の推進」 

 基幹系情報システムの安定稼働に努めながら、ガバメントクラウドを活用した 

標準準拠システムへの段階的な移行を進めるとともに、ＡＩやＲＰＡといったデ 

ジタル技術の活用等により、行政事務の効率化やコスト削減等、効率的な行政運 

営に取り組んできました。 

 

取組方針４「ＤＸ推進体制の整備」 

 情報セキュリティ対策を徹底するとともに、各担当課等へのデジタル担当職員 

の設置や研修の実施を通じて職員のデジタルリテラシーの向上を図るなど、デジ 

タル人材の確保・育成に努め、ＤＸ推進体制の整備に取り組んできました。 
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⑵ 進行管理と取組実績 

 

具体的な37の取組項目については、ＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ（計画）→ＤＯ（実

行）→ＣＨＥＣＫ（評価）→ＡＣＴＩＯＮ（改善））による、進行管理を実施し、取組の

進捗状況や成果等について評価するとともに、必要に応じて改善や拡充を図りました。 

 

【図表８】ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 年度当初に前年度の評価結果等を踏まえ、当年度における目標や取組計画を設定します。 

 

   

年度当初に設定した目標や取組計画に基づき、各担当課等において、各施策や取組を実

施します。 

          

 

年度当初に設定した目標や取組計画を達成することができたか、そしてどのような成果

があったかなどの自己評価を実施します。 

   

 

自己評価結果で、目標や取組計画を達成することができなかった場合は、次年度におけ

る改善策を講じるとともに、達成できた場合であっても、更なる取組の拡充を目指します。 

 

 

ＤＯ（実行） 

CHECK（評価） 

ACTION（改善） 

PLAN（計画） 

PLAN 

（計画） 
ＤＯ 

（実行） 

ACTION 

（改善） 
CHECK 

（評価） 
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具体的には、毎年度当初には、前年度の取組項目の目標や計画に対する取組実績につい

て、「Ｓ」～「Ｃ」の４段階で自己評価を行いました。 

   各年度とも、「目標や計画を上回る達成状況（Ｓ評価）」又は「目標や計画どおりの達

成状況（Ａ評価）」の取組項目については、次年度以降も引き続き着実な取組を行うとと

もに、更なる拡充も視野に入れながら取り組んできました。 

一方で、「目標や計画を下回る達成状況（Ｂ評価）」になった取組項目については、次

年度に向けて各担当課等と連携を図りながら、課題や問題点を洗い出し、改善策を講じて

きました。 

主な実績として、前計画の開始時期がコロナ禍であったこともあり、「ウェブ会議の利

用推進」や「テレワークの推進」「ペーパーレス会議システムの導入」などの取組について、

スピード感を持って推進することができました。また、「行政サービスにおけるＬＩＮＥ活

用」や「キャッシュレス決済の推進」などの取組により、市民の利便性向上を図りました。 

しかし、「高齢者等向けのスマートフォン講習会の開催」や「電子申請が可能な行政手

続の拡大及び広報活動の推進」などの取組は課題として残っており、引き続き取り組んで

いく必要があります。 

そのほか、令和８年度以降も継続して実施する取組について、それぞれの現状を踏まえ、

整理を行いながら、本計画においても継承し、着実に取り組んでいきます。 

    

【図表９】前計画の取組実績（令和４年度～令和６年度） 

自己評価 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 

Ｓ 目標や計画を上回る達成状況 ３ ８％ ２ ５％ ２ ５％ 

Ａ 目標や計画どおりの達成状況 23 62％ 25 68％ 24 65％ 

Ｂ 目標や計画を下回る達成状況 11 30％ 10 27％ 11 30％ 

Ｃ 
目標や計画を大幅に下回る達

成状況（又は未実施） 
０  ０％ ０  ０％ ０ ０％ 

合計 37 100％ 37 100％ 37 100％ 
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７ 本市のデジタル化に関する市民アンケート調査結果 

 

本計画を策定する上での基礎資料とし、今後の本市のデジタル化の推進等について、市民

の皆さまのご意見をお伺いし、様々な声を計画に反映するため、次のとおり、「徳島市のデ

ジタル化に関する市民アンケート調査」を実施しました。 

 

⑴ 調査方法・内容等 

 

  ① 調査対象 

令和７年５月時点の住民基本台帳から、年齢階級を考慮し、無作為に抽出した満18歳

以上の市民1,300人 

  ② 調査方法 

郵送配布、郵送及びインターネット回答 

  ③ 調査期間 

    令和７年６月11日（水）～令和７年７月４日（金） 

  ④ 調査項目 

   ・年齢、職業についての設問：２問 

   ・情報通信機器やインターネットの利用状況等についての設問：９問 

   ・徳島市の電子申請サービスや行政手続等についての設問：７問 

   ・マイナンバーカードについての設問：５問 

・徳島市の行政サービスやデジタル化の施策についての設問：３問 

・デジタル化の推進についての設問：４問 

  ⑤ 回答数 

400件（有効回収率：30.8％） 

 

⑵ 主な調査結果・今後の課題 

  ※ 設問内容 

  ① インターネットの利用状況 

  ② 普段インターネットを利用している情報通信機器（複数選択式） 

  ③ インターネットを利用しない理由（複数選択式） 

  ④ 行政手続で不便・不都合等を感じていること（複数選択式） 

  ⑤ 徳島市の電子申請サービスの利用状況 

  ⑥ 今後、オンライン化を期待する行政手続（複数選択式） 

  ⑦ 今後、デジタル化が進むことで、どのようなことに不安を感じるか（複数選択式） 
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(人) 

 20
歳
未
満 

20
～
29
歳 

30
～
39
歳 

40
～
49
歳 

50
～
59
歳 

60
～
69
歳 

70
歳
以
上 

年
齢
無
回
答 

合
計 

 

利用している 2 40 50 62 58 75 53 1 341 

利用していないが、今後は利用したい 0 3 0 0 2 1 1 0 7 

利用していないし、今後も利用するつもりはない 0 0 1 2 2 10 33 0 48 

無回答 0 1 0 1 0 0 2 0 4 

合計 2 44 51 65 62 86 89 1 400 

 

 

 

 

 

 

 

100%

91%

98%

95%

94%

87%

60%

100%

7%

3%

1%

1%

2%

3%

3%

12%

37%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

年齢無回答

利用している 利用していないが、今後は利用したい 利用していないし、今後も利用するつもりはない 無回答

①インターネットの利用状況 
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インターネットを利用している人は、４年前のアンケート調査時では約83％で、今回の

調査では400人中341人で約85％と大きな変化はありませんでした。 

また、年代別では、70歳代以上で、前回調査では、利用している市民の割合が約39％で

したが、今回調査では約60％に伸びています。しかしながら年代間での比較では、50歳代

までは100％に近い人がインターネットを利用している一方で、60歳代では約87％、70歳

以上では約60％にまで低下します。  

②普段インターネットを利用している情報通信機器（複数選択式） 

③インターネットを利用しない理由（複数選択式） 

1

11

13

30

47

101

204

315

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

ウェアラブル端末

携帯電話

家庭用ゲーム機

インターネット機能付きテレビ

タブレット端末

パソコン

スマートフォン

1

1

5

6

8

17

17

23

0 10 20 30

その他

情報通信機器が高額

通信料金等が高額

情報通信機器の操作が困難

パソコン等のウイルス感染や個人情報の漏えい

等のセキュリティに不安がある

興味がない

使い方が分からない

必要性がない

(件) 

(件) 
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そして、普段、インターネットを利用している情報通信機器については、４年前と同様

にスマートフォンが一番多く、パソコンを上回る結果となっています。 

インターネットを利用しない理由としては、「必要性がない」「興味がない」と回答し

た人のほか、「使い方が分からない」と回答した人が一定程度存在することが分かりまし

た。これらのことを踏まえ、高齢者等を主な対象とした、スマートフォンの操作・活用に

関する講習会やセミナー等を開催し、引き続き、インターネットの利用促進に取り組む必

要があります。（課題①） 

 

ンターネットの利用促進に取り組む必要があります。（課題①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

(人) 

 20
歳
未
満 

20
～
29
歳 

30
～
39
歳 

40
～
49
歳 

50
～
59
歳 

60
～
69
歳 

70
歳
以
上 

年
齢
無
回
答 

合
計 

 

利用したことがある 0 13 21 22 24 22 11 0 113 

利用したことはないが、今後は利用したい 0 11 16 22 23 35 22 1 130 

利用したことがないし、今後も利用するつ

もりはない 

0 5 7 11 4 20 44 0 91 

電子申請サービスの存在を知らなかった 2 15 7 9 10 7 10 0 60 

無回答 0 0 0 1 1 2 2 0 6 

合計 2 44 51 65 62 86 89 1 400 

④行政手続で不便・不都合等を感じていること（複数選択式） 

⑤徳島市の電子申請サービスの利用状況 

85

8

58

62

75

85

113

115

143

170

176

0 50 100 150 200

特に不便や不満等はない

その他

窓口での手数料の支払いがキャッシュレス決済に対応していない

手続方法が分かりにくい

申請用紙等の記入が煩雑

どの窓口で手続できるか分かりにくい

窓口に出向く時間がない

複数の窓口を回る必要がある

窓口での待ち時間が長い

窓口に出向くのが面倒

土日や夜間等に手続ができない

(件) 
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行政手続で不便・不都合等を感じていることに関しては、「土日や夜間等に手続ができ

ない」「窓口に出向くのが面倒」「窓口での待ち時間が長い」といった回答が４年前と同

様に多い結果となりました。 

これらの課題を解決するため、窓口に行かなくても手続ができる「行かない窓口」を推

進するなど、窓口業務の効率化を図りつつ、サービスの多様化・充実化に対応する必要が

あります。 

その一つとして以前より取り組んできた行政手続のオンライン化については、徳島市の

電子申請サービスの利用状況は、「利用したことがある」と回答した人が４年前の調査で

は約24％であったのに対して、今回の調査では約28％とやや増加しました。一方で、「利

用したことがない」「知らなかった」と回答した人の割合が約７割と依然と多くを占めて

います。 

今後、オンライン化を期待する行政手続として、各種証明書の交付申請に関する要望が

高くなっています。このことから、行政手続のオンライン化の対象範囲を拡大するととも

に、手数料のオンライン決済に対応するなどにより、利用者視点でより利便性の高い手続

を推進していく必要があります。（課題②） 

 

 

 

 

 

 

⑥今後、オンライン化を期待する行政手続（複数選択式） 

121

12

13

15

20

22

24

39

95

131

138

168

182

216

0 50 100 150 200 250

特になし

その他

入札参加資格審査申請

道路占有許可申請

建築確認申請

浄化槽使用開始報告

公文書開示請求

犬の登録申請、死亡届

課税証明書、課税台帳記載事項証明書の交付申請

納税証明書の交付申請

公共施設等の利用予約

戸籍の附票の写しの交付申請

印鑑登録証明書の交付申請

住民票の写しの交付申請

(件) 
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今後のデジタル化の進展で不安に感じることに関しては、「個人情報の漏えいやプライ

バシーの侵害のおそれ」と回答した人が一番多く、次に「情報セキュリティの対策が不十

分」と回答した人が４年前の調査と同様に多い結果となりました。 

   年々巧妙化するサイバー攻撃から本市の情報資産や個人情報を守るために、職員の情報

セキュリティ意識の向上や情報機器への対策、適切な情報セキュリティポリシーの見直し

など、情報セキュリティ対策の徹底に取り組む必要があります。（課題③） 

 

     このように、市民アンケートを実施し、市民の皆さまのご意見をお伺いした結果、主に

次の３つの課題が浮き彫りになったため、これらの課題の解決に主眼を置いた取組を実施

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

     徹底した情報セキュリティ対策の継続 課題③ 

高齢者等を対象としたデジタルデバイド（情報格差）への対策 

 

課題① 

行政手続での「行かない窓口」の推進 課題② 

13

15

6

66

71

126

152

198

226

243

324

0 50 100 150 200 250 300 350

特に不安は感じない

分からない

その他

情報通信機器の購入費用や通信費などの経済負担が重くなる

人間関係が希薄になる

情報が必要以上に多くなり、正確な判断がむずかしくなる

情報システムの事故や障害の発生により、社会的な混乱が生じる

情報通信機器を利用できる人と利用できない人との間で発生する

情報格差が広がる

インターネットなどを利用したサイバー犯罪が増加する

情報セキュリティの対策が不十分

個人情報の漏えいやプライバシー侵害のおそれ

⑦今後、デジタル化が進むことで、どのようなことに不安を感じるか（複数選択式） 

(件) 
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８ 計画の目標・方針 

 

⑴ 計画の目標 

 

本市を取り巻く環境の変化や、市民アンケートの調査結果、そして今後の課題等を踏

まえ、本計画の目標を次のとおりとします。 

 

 

    

 

⑵ 取組方針 

 

前計画で定めた取組方針を基に、現状に合うよう修正を行い、本計画の取組方針とし

て、目標達成に向けて様々な施策に取り組みます。 

なお、主な取組は次のとおりです。 

 

 

 

■ 市民はデジタル技術を快適に利活用でき、デジタル化の恩恵を受けることができま

す。 

全ての市民がデジタル技術を活用し、快適に生活できるように、スマートフォンの

講習会を開催するなど、デジタルデバイド（情報格差）への対策に取り組みます。 

 

■ 市民は、医療や介護等に関わる情報の連携により、より良質な医療やケアを受けら

れるようになります。 

国が構築する医療情報プラットフォームを通じ、障害者医療や介護保険の効率化や

質の向上に取り組みます。 

 

■ 市は地域産業や農業経営のデジタル化支援を推進します。 

地域産業や農業経営の持続可能性向上につなげるため、市内中小企業等のＤＸ推進

やスマート農業推進の支援に取り組みます。 

 

   ■ 市は市民の安全・安心な暮らしを守ります。 

地震・風水害等をはじめとする災害対応の迅速化や効率化を図るため、災害時情報

通信ネットワークの構築や被災者支援システムの刷新に取り組みます。 

      

取組方針１ 地域課題の解決におけるデジタル活用の推進 

安全で安心できる、デジタル活用による持続可能な行政サービスの実現 
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■ 児童生徒は学校で授業を快適に受けることができます。 

児童生徒が快適に学べる教育環境を実現するために、学校においてＩＣＴ環境の整

備を進め、校務ＤＸの推進に取り組みます。 

 

 

 

   ■ 市民は時間・場所を選ばず必要な市政情報を簡単に得ることができます。 

ホームページの情報提供を充実させるとともに、ＳＮＳを活用して市政情報や災

害・緊急情報の発信を行い、広報の充実に取り組みます。 

 

   ■ 市民は市からのお知らせを迅速に受け取ることができます。 

市民へのお知らせ等を紙の郵送からデジタル化することで、迅速かつ確実に通知が

できるよう、市民サービスの向上に取り組みます。 

 

■ 市民はいつでもどこからでも簡単に様々な行政手続ができます。 

インターネットを利用して、いつでもどこからでもできる行政手続を拡大するとと

もに、オンライン対応が可能なコールセンターの導入等により、「行かない窓口」を

推進し、市民の負担軽減に取り組みます。 

 

   ■ 市民は様々な手段で決済ができます。  

市税等の納付やバス運賃の支払等のほか、窓口での手数料の支払等、現金以外のキ

ャッシュレス決済を可能とし、市民の利便性の向上に取り組みます。 

   

 

 

■ 市は市民サービスの向上や業務の効率化を図ります。 

新たな情報システムの導入や、国が標準化・共通化を義務付けている業務に係る情

報システムの段階的な標準準拠システムへの移行により、市民サービスの向上や業務

の効率化に取り組みます。 

 

■ 市は職員の業務負荷の低減を図り、市民に寄り添った行政サービスを増やします。 

ＡＩやＲＰＡ等のデジタル技術を活用し、職員の事務作業の負担を低減するととも

に、生成ＡＩサービスを行政事務に利用することで、市民や地域との対話や政策立案

等の業務に専念できる環境の整備に取り組みます。 

 

 

 

取組方針２ 行政サービスの拡大による市民の利便性向上 

 

取組方針３ 行政運営の効率化とＤＸ推進体制の整備 
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   ■ 市は安全・安心な行政サービスを実施します。 

職員の情報セキュリティ研修や訓練を実施し、個人情報の漏えいやプライバシーの

侵害を防ぐなど、情報セキュリティ対策を徹底した行政サービスに取り組みます。 

 

■ 市はＩＴガバナンスを推進します。 

デジタル化によって増加する情報システムの見える化を行い、全体最適となるＩＴ

資産運営に取り組みます。 

 

■ 市は全庁的なＤＸ推進体制を整備します。 

ＤＸ推進に向けた外部のデジタル人材の活用や、デジタル技術等の研修を実施する

ことで、職員のデジタルリテラシーの向上を図るなど、全庁的なＤＸ推進体制の強化

に取り組みます。 

 

【図表10】本計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 

取組方針 

具体的な 

取組項目 

安全で安心できる、デジタル活用による持続可能な行政サービスの実現 

 

 

 

 

 

取組方針１ 地域課題の解決におけるデジタル活用の推進 

取組方針２ 行政サービスの拡大による市民の利便性向上 

 
取組方針３ 行政運営の効率化とＤＸ推進体制の整備 

 

具体的な 41 の取組項目の実施 
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⑶ 具体的な取組項目 

 

 ３つの取組方針を踏まえ、次のとおり具体的な 41 の取組項目を定めます。 

 

取組方針 1 地域課題の解決におけるデジタル活用の推進 

１ オープンデータの推進 デジタル推進課、全部局 

２ デジタルデバイド（情報格差）への対策 デジタル推進課、関係各課 

３ 
データに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進 

【新規】 

デジタル推進課、 

中心市街地活性化推進室、 

都市建設政策課、関係各課 

４ 医療ＤＸの推進【新規】 
障害福祉課、子育て支援課、 

高齢介護課、消防局警防課、関係各課 

５ 市内中小企業等のデジタル化支援【新規】 経済政策課 

６ スマート農業推進の支援【新規】 農林水産課 

７ 防災ＤＸの推進【新規】 

危機管理課、防災対策課、 

デジタル推進課、住民課、 

市民税課、資産税課、納税課、 

健康福祉政策課 

８ 学校におけるＩＣＴ環境の整備 教育研究所、市立高等学校事務局 

取組方針２ 行政サービスの拡大による市民の利便性向上 

９ ホームページ及びＳＮＳを活用した広報の充実 広報広聴課、全部局 

10 
在住外国人等に対するＳＮＳを活用した外国語で

の情報発信 
総務課、関係各課 

11 行政サービスにおけるＬＩＮＥ活用 広報広聴課 

12 市民向け通知のデジタル化【新規】 

総務課、デジタル推進課、 

行財政経営課、健康福祉政策課、 

関係各課 

13 行政手続のデジタル完結 
デジタル推進課、子育て支援課、 

高齢介護課、総務課、住民課、全部局 

14 マイナンバーカードの利用促進 住民課、デジタル推進課、関係各課 

15 キャッシュレス決済の推進 

会計課、納税課、保険年金課、 

高齢介護課、上下水道局、 

デジタル推進課、住民課、交通局、 

地域交通課、関係各課 

16 
スマートフォン等を活用したごみの適正排出・分

別の啓発促進 
環境政策課 
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17 フロントヤード改革【新規】 
市民生活相談課、行財政経営課、 

関係各課 

18 子育て支援アプリの運用及び普及 こども家庭センター 

19 プッシュ型子育て支援の実現【新規】 子ども政策課、関係各課 

20 
路線バスのデジタル化・バスロケーションシステ

ムの普及 
交通局、地域交通課 

21 市史編さん収集史料のデジタル化 社会教育課（市史編さん室） 

取組方針３ 行政運営の効率化とＤＸ推進体制の整備 

22 文書管理システム及び電子決裁システムの運用 総務課、関係各課 

23 電子契約システムの導入 契約監理課、関係各課 

24 電子請求書システムの導入 会計課、関係各課 

25 情報システムの共同調達・共同利用【新規】 
行財政経営課、デジタル推進課、 

関係各課 

26 
基幹系情報システムの安定稼働及び標準化・共通

化対応 
デジタル推進課、関係各課 

27 ＡＩの活用推進と適正化 
デジタル推進課、子ども保育課、 

こども家庭センター、全部局 

28 生成ＡＩの利活用【新規】 デジタル推進課、全部局 

29 ＲＰＡの活用推進 
デジタル推進課、 

病院局医事経営課、全部局 

30 コミュニケーションツールの利用拡大 デジタル推進課、住民課、全部局 

31 庁内無線ＬＡＮの運用 デジタル推進課、関係各課 

32 ペーパーレス会議システムの運用及び拡大 

デジタル推進課、 

議会事務局庶務課・議事調査課、 

関係各課 

33 テレワークの推進 人事課、デジタル推進課、関係各課 

34 庶務事務システムの運用及び事務効率化  人事課、関係各課 

35 アナログ規制の点検・見直し【新規】 行財政経営課、関係各課 

36 
ＩｏＴを活用した遠隔漏水監視システムの運用

【新規】 
上下水道局水道維持課 

37 建築分野におけるＤＸ推進【新規】 建築指導課 

38 情報セキュリティ対策の徹底 デジタル推進課、全部局 

39 
ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の

運用 
デジタル推進課、関係各課 

40 デジタル人材の確保・育成 デジタル推進課、人事課、関係各課 

41 ＩＴガバナンスの推進【新規】 デジタル推進課、関係各課 
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取組項目 １ オープンデータの推進 

担当 デジタル推進課、全部局 

取組内容 

・オープンデータを充実するため、行政情報の公開に対する職員の意識啓発を図

る。 

・公開するデータセットの品質向上を図る。 

目標 
・本市が保有する情報を広く公開することで行政の透明性の確保を図る。 

・オープンデータを活用することにより地域課題の解決につなげる。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ オープンデータカタログサイトの充実 

実施 実施 実施 実施 

⑵ オープンデータに関する職員研修の開催 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

公開データセット数（令和６年度実績：85 データセット） 

90 データセット 95 データセット 100 データセット 105 データセット 

オープンデータに関する職員研修実施回数（令和６年度実績：１回） 

１回 １回 １回 １回 

取組項目 ２ デジタルデバイド（情報格差）への対策 

担当 デジタル推進課、関係各課 

取組内容 

⑴ 携帯キャリア（携帯電話サービスを提供する通信事業者）等が実施する、国

事業のデジタル活用支援講習会等の開催を周知・広報する。 

⑵ 高齢者等向けにスマートフォンの基本的な利用方法やセキュリティ対策、ス

マートフォンを使った行政サービスに関する講習会を開催する。 

目標 
全ての市民が、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわらず、

誰も取り残さない形で、デジタル化の恩恵を受けることができるようにする。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 国事業のデジタル活用支援講習会開催の周知・広報 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 高齢者等向けのスマートフォン講習会の開催 

検討 実施 実施 実施 

取組方針１ 地域課題の解決におけるデジタル活用の推進 
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取組項目 ３ データに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進【新規】 

担当 デジタル推進課、中心市街地活性化推進室、都市建設政策課、関係各課 

取組内容 

⑴ データに基づく政策立案について調査研究を行う。 

⑵ 人流が関係する各種施策の発案・検討等に活用できるよう、人流測定システ 

ムの利用を促進する。 

⑶ ３Ｄ都市モデルをまちづくり、防災・減災、観光、交通等の分野に活用す 

る。 

目標 

⑴ 数値的な根拠・目安を持った政策立案を推進する。 

⑵ 人流が関係する各種施策の検証等に活用することで、事業内容の適正化を図 

る。 

⑶ ３Ｄ都市モデルを活用したユースケースを開発する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ データに基づく政策立案の調査研究 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 人流測定システムの利用促進 

実施 実施 実施 実施 

⑶ ３Ｄ都市モデルを活用したユースケースの開発 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑵ 人流測定システムの利用申請数（令和６年度実績：８件） 

３件 ３件 ３件 ３件 

⑶ ３Ｄ都市モデルを活用したユースケース開発件数 

（令和６年度実績：１件） 

１件 １件 １件 １件 
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取組項目 ４ 医療ＤＸの推進【新規】 

担当 障害福祉課、子育て支援課、高齢介護課、消防局警防課、関係各課 

取組内容 

⑴ 自治体医療機関等間情報連携システム（Public Medical Hub：ＰＭＨ）を

導入する。 

⑵ マイナンバーカードを活用した介護情報基盤を導入する。 

⑶ マイナ保険証（健康保険証登録済マイナンバーカード）を活用し、オンラ

イン資格確認等システムから搬送先医療機関選定等に資する情報を救急隊が

取得する。 

目標 

・これまで紙を使ってアナログでやり取りしていた情報をデジタルで共有するこ

とで、業務の効率化を図るとともに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活

用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適

切なケアの提供など、介護サービスの質の向上を図る。 

・正確な医療情報を迅速に取得することで、救急業務の円滑化及び傷病者の説明

負担の軽減を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 自治体医療機関等間情報連携システム（ＰＭＨ）の導入 

検討 検討／実施 実施 実施 

⑵ マイナンバーカードを活用した介護情報基盤の導入 

検討 検討 検討 検討 

⑶ 救急隊でのマイナ救急の実施 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑴ ＰＭＨ導入に向けた検討会開催数（障害者関係）（令和６年度：－回） 

１回 １回 － － 

⑴ ＰＭＨの対象とする受給者証の種類（障害者関係） 

（令和６年度：－種類） 

－ ２種類 ２種類 ２種類 

⑶ マイナ救急を実施する救急隊数（令和６年度：－隊） 

９隊 ９隊 ９隊 ９隊 
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取組項目 ５ 市内中小企業等のデジタル化支援【新規】 

担当 経済政策課 

取組内容 
中小企業等の成長を促し、経営力強化を図るため、中小企業等が行う販路拡大、

ＥＣ参入及びＤＸ促進等の取組を支援する。 

目標 
中小企業等の新たな事業の創出やイノベーションを促し、地域産業の持続性を高

める。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

市内中小企業等のデジタル化支援 

実施 実施 実施 実施 

取組項目 ６ スマート農業推進の支援【新規】 

担当 農林水産課 

取組内容 

農業分野では担い手不足や高齢化が深刻化しており、熟練者の知識や労働力の減

少が課題となっていることから、生成ＡＩ等の先端技術を活用したスマート農業

の推進を支援する。 

目標 

農業者が生成ＡＩ等の先端技術の導入に前向きになれるよう、理解と意欲の向上

を目指し、農作業の工程を分析しながら最適化を図り、効率化と生産性の向上を

実現し、作物の品質と収穫量を安定させ持続可能な農業経営につなげる。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

スマート農業推進の支援 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
生成ＡＩ研修満足度（令和６年度実績：－％） 

50％ 55％ 60％ 65％ 
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取組項目 ７ 防災ＤＸの推進【新規】 

担当 
危機管理課、防災対策課、デジタル推進課、住民課、市民税課、資産税課、 

納税課、健康福祉政策課 

取組内容 

⑴ 防災ＤＸについて、調査研究を行う。 

⑵ ネットワークカメラや災害用ドローン、スターリンク等を組み合わせた自

営の災害時情報通信ネットワークの構築を図る。 

⑶ 被災者支援システムの刷新を行う。 

⑷ 刷新予定の被災者支援システムを活用した効率的な罹災証明事務の検討と

構築を行う。 

⑸ デジタル化による避難行動要支援者の安否確認手続の調査研究を行う。 

目標 

・防災情報システムの機能強化や一体化、災害時における情報通信ネットワーク

の構築や情報収集用カメラの充実等に取り組み、防災ＤＸを推進する。 

・デジタル技術の活用により、災害対応の効率化を図る。 

・罹災証明事務（受付、被災者台帳作成、交付）のデジタル化による迅速な罹災

証明書の交付を実現する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 防災ＤＸの調査研究 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 災害時情報通信ネットワークの構築 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 被災者支援システムの刷新 

実施 実施 実施 実施 

⑷－１ 被災者支援システムにおける罹災証明発行機能の操作研修 

検討 実施 実施 実施 

⑷－２ 被災者支援システムを利用した罹災証明書発行に係る実務訓練 

検討 実施 実施 実施 

⑸ デジタル化による避難行動要支援者の安否確認手続の調査研究 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑴ 危機管理部門における防災ＤＸの進捗率（令和６年度実績：31％） 

55％ 70％ 85％ 100％ 

⑷－１ 被災者支援システム操作研修実施回数（令和６年度実績：－回） 

－ １回 １回 １回 

⑷－２ 罹災証明実務訓練実施回数（令和６年度実績：－回） 

－ １回 １回 １回 
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数値目標 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑸ 避難行動要支援者の安否確認手続に関する検討会開催回数 

（令和６年度実績：－回） 

１回 １回 １回 １回 

取組項目 ８ 学校におけるＩＣＴ環境の整備 

担当 教育研究所、市立高等学校事務局 

取組内容 
児童・生徒が快適に学べる教育環境の充実を目指し、ＩＣＴ環境を活用した学

習環境の整備を進めるとともに、校務ＤＸを推進する。 

目標 
ＩＣＴを活用したよく分かる授業を実現するとともに、子どもたちの個別最適な

学びと協働的な学びを保証する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 小・中学校の大型提示装置の整備 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 小・中学校のＩＣＴ支援員の配置 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 小・中学校の教員のＩＣＴ活用指導力向上研修の実施 

実施 実施 実施 実施 

⑷ 統合型校務支援システムの整備 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑴ 大型提示装置の整備率（令和６年度実績：91％） 

100％ 100％ 100％ 100％ 

⑵ ＩＣＴ支援員の配置率（令和６年度実績：80％） 

100％ 100％ 100％ 100％ 

⑶ ＩＣＴ活用指導力の達成率（令和６年度実績：90％） 

93％ 94％ 95％ 96％ 

⑷ 統合型校務支援システムの整備（令和６年度実績：－％） 

100％ 100％ 100％ 100％ 
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取組項目 ９ ホームページ及びＳＮＳを活用した広報の充実 

担当 広報広聴課、全部局 

取組内容 
⑴ ホームページでの情報提供を充実させる。 

⑵ ＳＮＳを活用して市政情報や災害・緊急情報の発信を行う。 

目標 

・市政に対する市民の関心を高める。 

・市政情報をより多くの人に分かりやすく伝える。 

・災害・緊急情報を迅速に発信する。 

・時間・場所を問わず、手軽に市政情報が得られるようにする。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ホームページでの情報提供の充実 

実施 実施 実施 実施 

⑵ ＳＮＳを活用した市政情報や災害・緊急情報の発信 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
ＳＮＳの登録者数（令和６年度実績：30,927 人） 

33,000 人 34,500 人 36,000 人 37,500 人 

取組項目 10 在住外国人等に対するＳＮＳを活用した外国語での情報発信 

担当 総務課、関係各課 

取組内容 
国際交流員（ＣＩＲ）が、徳島市公式ＳＮＳを活用して、本市の生活情報やイベ

ントに関する情報を外国語で国内外に向けて発信する。 

目標 
・在住外国人に対して、生活情報やイベントに関する情報を効果的に伝える。 

・本市の魅力を広く国内外に向けて発信する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

徳島市公式ＳＮＳを活用した外国語での情報発信 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
徳島市公式ＳＮＳへの投稿件数（令和６年度実績：２件／週） 

８件／月 ８件／月 ８件／月 ８件／月 

取組方針２ 行政サービスの拡大による市民の利便性向上 
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取組項目 11 行政サービスにおけるＬＩＮＥ活用 

担当 広報広聴課 

取組内容 

⑴ ＬＩＮＥのセグメント配信機能を活用し、利用者が事前に登録した自身の欲 

しい情報や特性に応じた情報配信を実施する。 

⑵ 市が管理する道路・公園設備の損傷等を通報できる市民通報サービスを導入

する。 

⑶ 各課の窓口業務等のうち、デジタル化された業務を、徳島市公式ＬＩＮＥに

連携する。 

目標 

⑴ ターゲットを絞った効率的な情報発信を行う。 

⑵ 通報サービスで報告のあった道路・公園設備について、修繕等の要望とその

対応状況について、市ホームページで公表する。 

⑶ ＤＸサービスの利用を促進することで、市民の利便性の向上を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ＬＩＮＥのセグメント配信の実施 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 市民通報サービスの導入 

実施 実施 実施 実施 

⑶ ＤＸ化された行政サービスの徳島市公式ＬＩＮＥへの連携 

検討 実施 実施 実施 

数値目標 
ＬＩＮＥ友だち数（令和６年度実績：23,919 人） 

25,000 人 26,000 人 27,000 人 28,000 人 

取組項目 12 市民向け通知のデジタル化【新規】 

担当 総務課、デジタル推進課、行財政経営課、健康福祉政策課、関係各課 

取組内容 
市民へのお知らせ等を紙の郵送からデジタル化し、電子送付することで、市民サ

ービスの向上と業務効率化・ペーパーレス化を推進する。 

目標 
業務効率化やペーパーレス化を推進するとともに、市民にとっても行政手続を簡

素化し、利便性の向上を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 市民へのお知らせ等の電子送付対応 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 処分通知の電子公印導入 

検討 検討 検討 検討 
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取組項目 13 行政手続のデジタル完結 

担当 デジタル推進課、子育て支援課、高齢介護課、総務課、住民課、全部局 

取組内容 

⑴ 電子申請が可能な行政手続を拡大するとともに、市民等に対して広報活動 

を推進する。 

⑵ 国がオンライン化を求める、子育て関係・介護関係の 26 手続について、マ 

イナポータル（ぴったりサービス）からマイナンバーカードを用いたオンラ 

イン手続を推進する。 

⑶ 公文書公開請求のオンライン手続を可能にすることで、手続を容易にし、 

市政運営の透明化を図る。 

⑷ 出生届のオンライン手続を可能にする。 

目標 

・マイナンバーカードを用いた安全・安心で利便性の高い、デジタル完結でのオ

ンライン手続を推進する。 

・更なる積極的な行政情報の提供を図り、市民が必要とする行政情報の取得・利

用を推進する。 

・市民サービスの向上及び業務の効率化を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴－１ 電子申請が可能な行政手続の拡大及び広報活動の推進 

実施 実施 実施 実施 

⑴－２ 電子申請での手数料について、オンライン納付の導入 

検討 検討 実施 実施 

⑵－１ マイナポータル（ぴったりサービス）からマイナンバーカードを用い 

たオンライン手続の推進（子育て関係） 

実施 実施 実施 実施 

⑵－２ マイナポータル（ぴったりサービス）からマイナンバーカードを用い 

たオンライン手続の推進（介護関係） 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 公文書公開請求のオンライン手続の導入 

検討 検討 実施 実施 

⑷ オンラインによる出生届の導入 

検討 実施 実施 実施 

数値目標 

⑵－１ 電子申請による受付件数（児童手当）（令和６年度実績：73 件） 

120 件 140 件 160 件 180 件 

⑵－２ 電子申請による受付件数（介護関係）（令和６年度実績：１件） 

10 件 10 件 10 件 10 件 
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数値目標 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑶ オンラインによる公文書公開請求の割合（令和６年度実績：－％） 

－ － 5％ 10％ 

⑷ オンラインによる出生届の割合（令和６年度実績：－％） 

－ 10％ 30％ 50％ 

取組項目 14 マイナンバーカードの利用促進 

担当 住民課、デジタル推進課、関係各課 

取組内容 

⑴ マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付を行う。 

⑵ マイナンバーカードの利活用事例の情報収集及び各部局への情報提供や、

市民等に対して広報活動を行う。 

⑶ スマートフォンのマイナンバーカード搭載等について、情報収集及び各部

局への情報提供を行う。 

目標 マイナンバーカードの新たな利活用を推進し、利用者の利便性を向上させる。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付の実施 

実施 実施 実施 実施 

⑵ マイナンバーカードの利活用事例の情報収集及び各部局への情報提供や、 

市民等に対する広報活動 

実施 実施 実施 実施 

⑶ スマートフォンのマイナンバーカード搭載等の情報収集及び各部局への情

報提供 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
⑴ コンビニでの証明書交付件数（令和６年度実績：46,574 件） 

50,000 件 52,000 件 54,000 件 56,000 件 
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取組項目 15 キャッシュレス決済の推進 

担当 
会計課、納税課、保険年金課、高齢介護課、上下水道局、デジタル推進課、住民

課、交通局、地域交通課、関係各課 

取組内容 

⑴ 公金収納における市民の利便性向上のため、キャッシュレス決済等の多様

な支払方法の導入を進める。 

⑵ 窓口での手数料支払等にキャッシュレス決済を導入し、市民の利便性向上

と業務の効率化を図る。 

⑶ 路線バス運賃の支払におけるキャッシュレス決済を推進する。 

目標 

⑴ 公金収納による納付方法の拡大により、生活様式に合わせた納付方法を納付

者が選択できるように、利便性の向上を図る。 

⑵ 市民ニーズに合ったキャッシュレス決済の導入を進める。 

⑶ 利用者サービスの向上により、路線バスの利用促進を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 地方税統一ＱＲコードを活用した公金収納による納付方法の拡大 

検討／実施 実施 実施 実施 

⑵ 窓口のキャッシュレス決済の導入 

実施 拡大 拡大 拡大 

⑶ 路線バス運賃の支払におけるキャッシュレス決済の推進 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑴ 地方税統一ＱＲコードを活用した公金収納の種類（令和６年度：７種類） 

15 種類 20 種類 25 種類 27 種類 

⑵ キャッシュレス決済が利用できる窓口数（令和６年度：－窓口） 

１窓口 ２窓口 ３窓口 ４窓口 

⑶ 路線バスの運賃収入に占めるキャッシュレス決済の割合 

（令和６年度：21％） 

50％ 55％ 60％ 65％ 
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取組項目 16 スマートフォン等を活用したごみの適正排出・分別の啓発促進 

担当 環境政策課 

取組内容 

資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」を活用して、ごみに関する様々な情報を発

信するとともに、徳島市ホームページのＳＮＳや動画サイト等を利用し、ごみの

啓発につながる情報を発信するなど、アプリ機能等の拡充を図る。 

目標 適正なごみ出しやごみの分別を促進する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 資源・ごみ分別アプリの認知度の向上 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 資源・ごみ分別アプリを活用したごみに関する様々な情報発信 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
資源・ごみ分別アプリのダウンロード数（令和６年度実績：31,689 件） 

40,500 件 44,500 件 48,500 件 52,500 件 
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取組項目 17 フロントヤード改革【新規】 

担当 市民生活相談課、行財政経営課、関係各課 

取組内容 

⑴ 市役所への電話による問い合わせをコールセンターとして、できるだけ集約

し、機能強化することで、市民の利便性向上を図るとともに、担当課への問い

合わせを減らし、事務の効率化を図る。また、コールセンターでのオンライン

対応についても併せて検討する。 

⑵ 窓口業務等のＢＰＯ導入について検証し、効果が見込まれる業務について

は、関係課とともに導入を進めていくことで、業務改善を行い、効率的な組織

体制の構築を図る。 

目標 

⑴ 令和９年度にコールセンターを開設する。コールセンターでのオンライン対

応について検討を行う。 

⑵ 令和７年度に他都市の事例調査及び事業者への聞き取りを行い、窓口業務等

のＢＰＯ導入に向けて検討するとともに、令和８年度では、ＢＰＯを導入する

業務を選定し、令和９年度から、業務委託を開始する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴－１ コールセンターの導入  

検討 実施 実施 実施／拡大 

⑴－２ オンライン窓口の導入 

検討 検討 検討 実施 

⑵ 窓口業務等のＢＰＯ導入 

検討 実施 実施 実施／拡大 

数値目標 

⑵ ＢＰＯ業務選定（累計）（令和６年度実績：－業務） 

１業務 ２業務 ３業務 ４業務 

⑵ ＢＰＯ業務委託開始（累計）（令和６年度実績：－業務） 

－ １業務 ２業務 ３業務 
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取組項目 18 子育て支援アプリの運用及び普及 

担当 こども家庭センター 

取組内容 

安心して子どもを生み、育てられる環境づくりや妊娠・出産期から切れ目のない

支援を行うため、母子健康手帳等の子育ての記録や予防接種のスケジュール管理

等を効率的に行うことができる子育て支援アプリを提供する。さらに、本市の子

育てに関する情報を必要なときに、必要な人に配信する。 

目標 
・子育ての記録を共有することで、子育て参加を促し、家族の結びつきを深める。 

・予防接種のスケジュール管理等の子育ての負担を軽減する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 子育て支援アプリの広域的な周知  

実施 実施 実施 実施 

⑵ 母子保健事業のオンライン予約実施 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
第一子妊娠届出数に占める新規登録者数の割合（令和６年度実績：81％） 

83％ 84％ 85％ 86％ 

取組項目 19 プッシュ型子育て支援の実現【新規】 

担当 子ども政策課、関係各課 

取組内容 

国が整備する「子育て支援制度レジストリ（データベース）」に対して、本市の

子育て支援に関する制度を取りまとめ、継続的に情報提供を行うことで、プッシ

ュ型支援につなげる。 

目標 
子育て世帯にとって制度を自ら調べて把握する負担が大きいという課題の解決

を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

レジストリ情報の提供や継続的な更新 

実施 実施 実施 実施 
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取組項目 20 路線バスのデジタル化・バスロケーションシステムの普及 

担当 交通局、地域交通課 

取組内容 

・バスロケーションシステム「とくしまバスＮａｖｉ いまドコなん」を普及拡

大する。 

・路線バス情報のオープンデータ化やデジタルサイネージの活用によるバス情報

の見える化・デジタル化を推進する。 

目標 利用者サービスの向上により、路線バスの利用促進を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

バスロケーションシステムの普及拡大・路線バス情報の充実 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

バスロケーションシステム「とくしまバスＮａｖｉ いまドコなん」のアクセ

ス件数（年間）（令和６年度実績：3,681,704 件） 

3,700,000 件 3,750,000 件 3,800,000 件 3,850,000 件 

取組項目 21 市史編さん収集史料のデジタル化 

担当 社会教育課（市史編さん室） 

取組内容 

・市史編さん室が保管している写真や史料文書をデジタル化し、デジタルアーカ

イブとして公開する。 

・市史編さん室収集史料台帳をデジタル化し、可能なものはオープンデータとし

て公開する。 

目標 
市民や報道機関からの問い合わせ等の対応が迅速化するとともに、市民の利便性

向上に寄与する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

市史編さん室収集史料をデジタル化し、デジタルアーカイブとして公開 

実施 実施 実施 実施 

市史編さん室収集史料台帳をデジタル化し、可能なものはオープンデータとして

公開 

実施 実施 実施 実施 
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取組項目 22 文書管理システム及び電子決裁システムの運用 

担当 総務課、関係各課 

取組内容 

・文書の作成・収受から保存・廃棄までの文書ライフサイクルを一元管理できる

文書管理システムの運用を行う。 

・ペーパーレス化及びテレワークの推進に向け、電子決裁システムの運用を行う。 

目標 
・文書事務の迅速化・共有化適正化を推進する。 

・情報公開制度に係る事務を効率化し、市民サービスの向上を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

文書管理システムを用いた起案方法の周知 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
電子決裁率（令和６年度実績：－％） 

50％ 70％ 80％ 90％ 

取組項目 23 電子契約システムの導入 

担当 契約監理課、関係各課 

取組内容 
電子契約システムの導入について、他の先進自治体の取組事例の情報収集や導入 

に向けて検討を行う。 

目標 

・迅速な契約締結と事務作業の効率化を図る。 

・紙の契約書を廃止することで、ペーパーレス化や郵送料の削減に寄与する。 

・契約相手方の郵送代や印紙代等の経済的負担の軽減を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

電子契約システムの導入 

検討 検討 実施 実施／拡大 

取組方針３ 行政運営の効率化とＤＸ推進体制の整備 
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取組項目 24 電子請求書システムの導入 

担当 会計課、関係各課 

取組内容 
電子請求書システムについて、他の先進自治体の取組事例の情報収集や導入に向 

けての検討を行い、電子請求書システムの導入を行う。 

目標 
・請求書処理に係る作業時間を縮減し、業務の効率化・工数削減を図る。 

・書類の保管場所の省スペース化やペーパーレス化に寄与する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

電子請求書システムの導入 

検討 検討 実施 実施 

取組項目 25 情報システムの共同調達・共同利用【新規】 

担当 行財政経営課、デジタル推進課、関係各課 

取組内容 情報システムの共同調達・共同利用に向けた調査研究を行う。 

目標 
情報システムの共同調達・共同利用に向けた研究を行い、導入費用や運用費用の

軽減を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

情報システムの共同調達・共同利用に向けた調査研究 

実施 実施 実施 実施 
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取組項目 26 基幹系情報システムの安定稼働及び標準化・共通化対応 

担当 デジタル推進課、関係各課 

取組内容 

⑴ 基幹系情報システムの安定稼働に努める。メインフレーム上の基幹系情報シ

ステムをオープン化する。 

⑵ 国から標準化・共通化が義務付けられた 20 業務（住民記録、税、福祉等）に

ついて、ＢＰＲによる業務改革を実施し、該当する基幹系情報システムを段階

的に標準準拠システムに移行する。 

⑶ 基幹系情報システムの標準化・共通化に合わせて、各システムの挙動が監視

できるシステムを移行する。 

⑷ 国が推進する共通基盤システムの調査・研究を行う。 

目標 

・標準準拠システムへの移行を円滑に行い、市民サービスの向上や業務の効率化

を図る。 

・国が提供するガバメントクラウドを活用し、基幹系情報システムの迅速な構築

やデータ移行・連携の容易性の向上、高度なセキュリティ対策を図る。 

・基幹系情報システムの稼働状況を監視するシステムを移行し、コスト削減や迅

速な障害対応を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 基幹系情報システムの適正な管理と安定稼働  

実施 実施 実施 実施 

⑵ 標準準拠システムへの段階的な移行 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 基幹系情報システムに係る監視システムの移行 

検討 実施 実施 実施 

⑷ 国が推進する共通基盤システムの調査・研究 

検討 検討 検討 検討 

数値目標 

標準準拠システムへの移行が未完了の基幹系情報システム数 

（令和６年度実績：17 件） 

３件 ３件 ２件 － 
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取組項目 27 ＡＩの活用推進と適正化 

担当 デジタル推進課、子ども保育課、こども家庭センター、全部局 

取組内容 

⑴ ＡＩを活用できる業務について、調査・研究を行う。 

⑵ 保育所等ＡＩ入所選考システムを利用して、保育所等の入所選考事務を行

う。 

⑶ ひとり親家庭に対する様々な支援制度がある中で、育児や仕事で忙しい方で

も必要な支援・サービスを確実に受けられるように、ひとり親家庭からの各種

相談や問い合わせに 24 時間 365 日ワンストップで対応できるＡＩチャットの

提供を行う。 

目標 

⑴ 市民の利便性向上や職員の事務の負担軽減を図る。 

⑵ 入所選考事務の正確性・平等性の確保や、事務の迅速化による市民サービス

の向上を図るとともに、事務の効率化・適正化により、事務作業に要する時間

を縮減する。 

⑶ 相談窓口の集約化、ワンストップ窓口の相談強化を促進するとともに、ひと

り親家庭の様々な問い合わせに 24 時間対応する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ＡＩを活用した業務の調査・研究  

実施 実施 実施 実施 

⑵ 保育所等ＡＩ入所選考システムの適正かつ安定的な運用 

実施 実施 実施 実施 

⑶－１ ＡＩチャットボットシステムの周知 

実施 実施 実施 実施 

⑶－２ ＡＩチャットボットシステム内容の更新及び修正 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
⑶ ＡＩチャットボットのアクセス件数（令和６年度実績：1,074 件） 

1,130 件 1,160 件 1,190 件 1,220 件 
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取組項目 28 生成ＡＩの利活用【新規】 

担当 デジタル推進課、全部局 

取組内容 生成ＡＩの業務活用による事務の効率化を図る。 

目標 
生成ＡＩを業務へ活用することにより、事務処理時間や職員の業務負担の軽減を

図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

生成ＡＩの利活用 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
生成ＡＩサービスの利用職員数（実利用者数）（令和６年度実績：－人） 

100 人 150 人 200 人 250 人 

取組項目 29 ＲＰＡの活用推進 

担当 デジタル推進課、病院局医事経営課、全部局 

取組内容 
⑴ ＲＰＡの業務への活用に向けて調査・研究を行い、導入・運用につなげる。 

⑵ ＲＰＡの運用事例の紹介や、ＲＰＡの使用体験等、庁内で情報共有を行う。 

目標 
・事務処理時間や職員の業務負担を軽減する。 

・事務処理時の作業ミスを軽減する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ＲＰＡの業務への適用 

実施／拡大 拡大 拡大 拡大 

⑵ ＲＰＡに関する庁内への情報共有 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
ＲＰＡを適用した業務数（令和６年度実績：８業務） 

10 業務 11 業務 12 業務 13 業務 
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取組項目 30 コミュニケーションツールの利用拡大 

担当 デジタル推進課、住民課、全部局 

取組内容 

⑴ 他自治体や事業者等との会議や打合せにおいて、ウェブ会議の利用を推進す

るとともに、更なる活用に向けた環境整備を行う。 

⑵ 職員間のコミュニケーションツールについて調査研究し、導入を行う。 

⑶ オンラインで住民課と支所をつなぐ遠隔相談支援システムを導入する。 

目標 

⑴ 自席等から会議に参加することで、移動に要していた交通費等のコスト削減

や時間の有効利用を図る。 

⑵ 職員間コミュニケーションツールについて、最適化を図る。 

⑶ 支所窓口では解決が難しい案件について、本庁と接続する遠隔支援相談シス

テムを活用することでスムーズな対応を実現し、市民サービスの向上を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ウェブ会議システムの利用拡大 

実施 実施 実施 実施 

⑵ コミュニケーションツールの導入 

検討／実施 実施 実施 実施 

⑶ 支所遠隔相談支援システムの導入 

検討／実施 拡大 拡大 拡大 

数値目標 

⑴ ウェブ会議システムの利活用方法の周知回数（令和６年度実績：－回） 

１回 １回 １回 １回 

⑵ コミュニケーションツールの利用者数（令和６年度実績：－人） 

200 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人 

⑶ 遠隔相談支援システムを利用可能な支所の数（令和６年度実績：－箇所） 

４箇所 

(３支所と本庁) 

８箇所 

(７支所と本庁) 

12 箇所 

(11 支所と本庁) 

16 箇所 

(14 支所と本庁 2) 
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取組項目 31 庁内無線ＬＡＮの運用 

担当 デジタル推進課、関係各課 

取組内容 
座席のレイアウトを設定せず、どの場所でも仕事ができるように、庁内無線ＬＡ

Ｎを運用する。 

目標 

・行政組織改正時等の執務室のレイアウト変更作業を円滑にする。 

・庁内の職場スペースの有効利用及び執務の効率化を図る。 

・会議にパソコン等を持ち込むことで、紙の会議資料を原則不要にするなど、ペ

ーパーレス化を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 庁内無線ＬＡＮの運用 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 庁外施設における無線ＬＡＮ環境の構築 

検討 検討／実施 実施 実施 

数値目標 

庁内端末の無線ＬＡＮ接続率（令和６年度実績：－％） 

80％ 100％ 100％ 100％ 

庁外施設における無線ＬＡＮ環境（拠点数）（令和６年度実績：－拠点） 

－ １拠点 １拠点 １拠点 

取組項目 32 ペーパーレス会議システムの運用及び拡大  

担当 デジタル推進課、議会事務局庶務課・議事調査課、関係各課 

取組内容 

⑴ 会議等において、無線ＬＡＮやタブレット端末を活用したペーパーレス会議

システムの運用を拡大し、事務の効率化を図る。 

⑵ 本会議・委員会等において、無線ＬＡＮやタブレット端末を活用したペーパ

ーレス会議システムを運用する。 

目標 

・ペーパーレス化による用紙代や印刷代、印刷に係る人件費を削減する。 

・最新の一元化された資料を検索でき、必要書類の受取や保管等の利便性を向上

させる。 

・資料の差し替えや会議通知等を一斉に送付するなど、情報伝達の迅速化を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ペーパーレス会議システムの運用 

拡大 拡大 拡大 拡大 

⑵ 本会議・委員会等におけるペーパーレス会議システムの運用 

実施 実施 実施 実施 
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取組項目 33 テレワークの推進 

担当 人事課、デジタル推進課、関係各課 

取組内容 
テレワークを活用して、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を推進す

る。 

目標 
テレワークの導入により、新たな生活様式を踏まえた公務職場における働き方改

革の推進を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ テレワーク実証実験の実施・導入 

実施 実施 実施 実施 

⑵ テレワークの実施に係る環境整備 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
週１日以上終日在宅で就業する職員がいる所属数（令和６年度実績：６課） 

10 課 10 課 10 課 10 課 

取組項目 34 庶務事務システムの運用及び事務効率化 

担当 人事課、関係各課 

取組内容 

・出退勤管理及び内部事務書類（辞令書等）をデジタル化（又は廃止）し、事務

の効率化を図る。 

・休暇や時間外勤務等を管理するため、庶務事務システムを運用する。 

目標 

・辞令書等の内部事務書類を令和 10 年度までにデジタル化（又は廃止）する。 

・休暇・時間外勤務等の申請から決裁までを電子化することにより、事務量の軽

減を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ デジタル化（又は廃止）する事務書類の検討・実施 

検討 実施 実施 実施 

⑵ 時間外勤務等の電子申請・決裁の実施 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
デジタル化（又は廃止）した事務書類数（令和６年度実績：－種類） 

－ ２種類 ２種類 ３種類 
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取組項目 35 アナログ規制の点検・見直し【新規】 

担当 行財政経営課、関係各課 

取組内容 

・規制の点検・見直しの方針を策定する。 

・全庁に照会をかけ、規制の洗い出し及び見直しの可否について検討する。 

・規定を改正し、デジタル技術の活用・代替の可能性等を検討しつつ運用等必要

な見直しを行う。 

目標 

・全庁的に規制の洗い出し及び見直しの可否について検討し、令和 10 年度まで

に全ての規制の見直しを実施する。 

・規制の見直しによって業務が合理化されることで、規制の対象者・関係者の利

便性や生産性の向上、人手不足の解消を図り、社会全体のデジタル化を促進する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 規制の洗い出し及び見直し 

実施 実施 実施 実施 

⑵ 条例等の改正及び運用の変更 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

検討対象の規制・条項等のうち、見直しを行った割合 

（令和６年度実績：－％） 

30％ 60％ 100％ 100％ 

取組項目 36 ＩｏＴを活用した遠隔漏水監視システムの運用【新規】 

担当 上下水道局水道維持課 

取組内容 
水道管路の仕切弁や消火栓等に設置したセンサーを活用し、迅速に漏水判定でき

るＩｏＴを活用した遠隔漏水監視システムを運用する。 

目標 水道管路の老朽管路・重要管路の遠隔監視を行い、修繕対応の効率化を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

ＩｏＴを活用した遠隔漏水監視システムの運用 

実施 実施 実施 実施 
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取組項目 37 建築分野におけるＤＸ推進【新規】 

担当 建築指導課 

取組内容 
⑴ 建築基準法に基づく確認申請のオンライン化を推進する。 

⑵ ＢＩＭ（Building Information Modeling）による建築確認を行う。 

目標 
建築分野でのＤＸを推進することとで、建物情報の整合性を高め、設計図書の不

整合を解消し、業務プロセス全体の効率化、質の向上を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 建築基準法に基づく行政手続等のオンライン化 

検討 検討 検討 検討 

⑵ ＢＩＭによる建築確認の実施 

検討 検討 検討 検討 

取組項目 38 情報セキュリティ対策の徹底 

担当 デジタル推進課、全部局 

取組内容 

⑴ 情報セキュリティ監査を導入する。 

⑵ 情報セキュリティ研修や訓練を実施する。 

⑶ 情報セキュリティインシデント発生時の職員体制を構築する。 

⑷ 情報セキュリティインシデントに対処するための専門組織であるＣＳＩＲ

Ｔ（Computer Security Incident Response Team）を運営し、平時からの情報

収集や訓練を行う。 

目標 

・情報セキュリティ上の問題点を把握し、改善につなげる。 

・職員の情報セキュリティ意識の向上を図る。 

・インシデント発生時の被害の局限化と迅速な復旧を図る。 

・外部への情報漏えい事故をゼロにする。 

・インシデント発生時やその予防活動について、組織的・継続的に取り組む体制

を構築する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 情報セキュリティ監査の導入 

検討 検討 実施 実施 

⑵ 情報セキュリティ研修や訓練の実施 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 情報セキュリティインシデント発生時の職員体制の構築 

実施 実施 実施 実施 
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取組計画 
⑷ 徳島市ＣＳＩＲＴの運営 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑵ 情報セキュリティ研修の受講率（令和６年度実績：58％） 

70％ 80％ 90％ 100％ 

⑵ 情報セキュリティ訓練の実施回数（令和６年度実績：２回） 

２回 ２回 ２回 ２回 

取組項目 39 ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の運用 

担当 デジタル推進課、関係各課 

取組内容 

・徳島市ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）に基づき、大規模災害時

において、初動対応として、情報システムや情報インフラの早期復旧を行い、優

先業務が継続可能な体制を確保する。 

・平時から職員向けの研修や訓練を実施するとともに、実効性を確保するために、

適宜計画の見直しを行う。 

目標 
大規模災害の発生時に、情報システムや情報インフラの早期復旧を行い、優先業

務を継続できるようにする。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ ＩＣＴ－ＢＣＰの適正な運用 

実施 実施 実施 実施 

⑵ ＩＣＴ－ＢＣＰの見直し 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 
業務継続に向けた訓練の実施回数（令和６年度実績：－回） 

１回 １回 １回 １回 
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取組項目 40 デジタル人材の確保・育成 

担当 デジタル推進課、人事課、関係各課 

取組内容 

⑴ ＣＩＯ（最高情報統括責任者）の取組を専門的知見から支援・助言するＣＩ

Ｏ補佐官の設置等について、外部のデジタル人材を活用する。 

⑵ ＤＸ推進に向けて、民間企業等で培った豊富な知識と経験を持つデジタル人

材の継続的な確保を図る。 

⑶ ＤＸ推進のための人材育成に取り組む。 

目標 

・庁内のデジタルリテラシー向上の裾野を広げるとともに、底上げも図ることで、

全庁的なＤＸ推進体制の強化に寄与する。 

・職員採用試験において、民間企業等職務経験者（ＤＸ）区分の職員採用試験を

実施し、民間企業等で培った豊富な知識と経験を持つデジタル人材の継続的な確

保を図る。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 外部のデジタル人材の活用 

実施 実施 実施 実施 

⑵ デジタル人材の確保 

実施 実施 実施 実施 

⑶ 職員を対象としたＤＸ推進に関する研修等の実施 

実施 実施 実施 実施 

数値目標 

⑵ 民間企業等職務経験者（ＤＸ）累計採用者数（令和６年度実績：３人） 

５人 ６人 ７人 ８人 

⑶ 職員を対象としたＤＸ推進に関する研修等の受講者数（累計） 

  （令和６年度実績：－人） 

50 人 100 人 150 人 200 人 
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取組項目 41 ＩＴガバナンスの推進【新規】 

担当 デジタル推進課、関係各課 

取組内容 

⑴ ＩＴ資産の見える化、システムライフサイクル管理計画に基づく継続的なサ

ービス維持のための規約を整備する。 

⑵ リスクの特定・分析・評価、実務でのミスやトラブルを防止するための研修

実施、障害報告の迅速化とノウハウ蓄積のための報告窓口及び管理台帳を整備

する。 

目標 

⑴ 増加する情報システムの見える化を行い、ＩＴ資産の全体最適化を推進す

る。 

⑵ 庁内の情報処理に関するリスクマネジメントを推進する。 

取組計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

⑴ 増加する情報システムの見える化・ＩＴ資産の全体最適化の推進 

検討／実施 実施 実施 実施 

⑵ 庁内の情報処理に関するリスクマネジメントの推進 

検討／実施 実施 実施 実施 

数値目標 
ＩＴガバナンスの推進に関する意識啓発・研修活動（令和６年度実績：－回） 

各１回 各１回 各１回 各１回 
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９ 用語説明 

 

＜数字・アルファベット順＞ 

用語 説明 

３Ｄ都市モデル 建築物、道路、土木構造物等の現実の都市を再現した３Ｄ地図データのこと。

形状情報だけでなく、用途や建築年等の意味情報が付与されており、様々な

分野での高精度なシミュレーションに活用できる。 

ＡＩチャットボッ

ト 

ＡＩ技術を活用して、利用者の質問に対して、コンピューターが会話形式で

自動応答を行うサービスのこと。 

ＢＣＰ Business Continuity Plan の略。災害や緊急事態が発生した時に、損害を

最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画（事業継続計画）のこと。 

ＢＩＭ Building Information Modeling の略。建築物の３次元の形状情報と属性情

報を併せて保有する建物情報モデルを構築するシステムのこと。設計から施

工、維持管理までの建築物のライフサイクルにおいて、ＢＩＭを活用した情

報連携や情報利用を行うことで、業務効率化等が期待される。 

ＢＰＯ Business Process Outsourcing の略。業務の企画・設計・施策実行・分析等

の業務プロセスを包括的に委託すること。 

ＢＰＲ Business Process Re-engineering の略。業務改革と訳される。業務の本来

の目的に向かって、既存の業務プロセス全体を見直し、職務や業務フロー、

組織、情報システム等を再構築すること。 

ＥＣ Electronic Commerce の略。ネット通販など、インターネットを介してモノ

やサービスの売買、契約すること。 

ｅＬ－ＱＲ 地方税統一ＱＲコードのこと。地方税統一ＱＲコードが印刷された納付書で

あれば、各種キャッシュレス決済や、指定の金融機関以外での納付ができる。 

ＩＣＴ 

 

Information and Communication Technology の略。従来から使われている

「ＩＴ」（情報技術）に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉の

こと。 

ＩｏＴ Internet of Things の略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、

家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報

のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展

し、新たな付加価値を生み出す。 



53 

 

用語 説明 

ＩＴガバナンス ＩＴへの投資・効果・リスクを継続的に最適化するための組織的な仕組みの

こと。 

ＬＩＮＥ 無料で個人やグループ間でメッセージ交換や音声通話ができるソーシャル・

ネットワーキング・サービスの一つのこと。 

ＰＭＨ Public Medical Hub の略。介護保険、予防接種、母子保健（乳幼児健診、妊

婦健診）、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を、自治体

や医療機関、対象者間で連携するシステムのこと。 

ＲＰＡ Robotic Process Automation の略。ソフトウェア・ロボットによる業務の

自動化のこと。 

ＳＮＳ Social Networking Service の略。人と人との社会的なつながりを維持・促

進する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービスのこと。 

 

 

＜５０音順＞ 

用語 説明 

アナログ規制 アナログ的な手法（人の目による確認、現地・対面での講習への参加、公的

証明書等の書面での提示など）を前提としているルール（規制）のこと。 

医療情報プラット

フォーム 

オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定検

診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体健診情報、電子カルテ

等の医療（介護を含む）全般にわたる情報について共有・交換できる全国的

なプラットフォームのこと。 

インシデント 事故などの危機が発生するおそれのある事態又は脅威のこと。 

ウェアラブル端末 体や衣服に装着した状態で使用する携帯情報端末の総称のこと。眼鏡型、腕

時計型、ヘッドフォン型などがある。 

ウェブ会議 ウェブブラウザから利用する情報システムの一種で、離れた場所にいる人同

士が資料やデータを共有して共同作業を行ったり、音声や動画をリアルタイ

ムに交換したりして会議を開くことができるもの。 

オープンデータ 誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）でき

るように、営利目的、非営利目的を問わずに二次利用可能なルールが適用さ

れ、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されたデータのこと。 
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用語 説明 

ガバメントクラウ

ド 

デジタル庁が整備している、官庁や自治体が業務システムを利用する際のク

ラウド上の共通基盤のこと。原則として全自治体が活用することで、コスト

削減やセキュリティの強化につながるとされている。 

キャッシュレス決

済 

小銭やお札などの現金を利用しないで支払いをする方法のこと。 

共通基盤システム 国・地方デジタル共通基盤のことで、これまでそれぞれの自治体が個別に調

達していたシステム等について、国が「国・地方デジタル共通基盤の整備・

運用に関する基本方針」に基づき整備を進めるもの。国が共通化システムを

構築するもののほか、マイナンバーカードによる個人認証基盤やガバメント

クラウドもこれに含まれる。 

校務ＤＸ デジタル技術を活用して学校現場の業務を変革し、教員や学校職員の業務効

率化や教育活動の質向上を目的とした取組のこと。 

サイバー攻撃 コンピューターシステム、ネットワーク、デジタル デバイスへの侵入や妨

害を行い、損害を与えようとする試みであり、多くの場合、データ盗難や金

融詐欺などの悪意のある目的のために行われる。 

フロントヤード改

革 

住民と行政との接点（フロントヤード）の仕組みを根本的に変革し、効率的

で利便性の高い行政サービスを目指すこと。 

情報インフラ 情報システムを稼働させる基盤となるコンピューターやサーバーなどの機

器やネットワークなどのこと。 

スターリンク 通信環境が整っていない場所でも高速かつ低遅延なブロードバンド接続を

可能にする衛星通信サービスのこと。 

スマート農業 ロボット技術やＩＣＴを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業

のこと。 

生成ＡＩ 人工知能（ＡＩ）の一種で、テキスト、画像、音声、プログラムコードなど、

新しいコンテンツを自律的に生成できる技術のこと。 

セグメント配信 絞り込み配信のこと。特定の属性（性別・年代・地域など）でユーザーをグ

ループ分け（セグメント）することで、それぞれのユーザーの興味関心に合

わせたメッセージ配信が可能となる。 

タブレット端末 画面をタッチして操作することができ、板状の軽量で持ち運び可能なパーソ

ナルコンピューターのこと。 
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用語 説明 

デジタルアーカイ

ブ 

公共性や文化的な価値が高く、将来にわたって保存する価値のある資料等を

デジタル化して記録し、さらにそのデータを公開することで、多くの人がイ

ンターネット上で共有・利用できる仕組みのこと。 

デジタル完結 手続やサービスに関する一連の工程を、最初から最後まで、全てデジタル上

で行えるようにすること。 

デジタル原則 令和３年 12 月のデジタル臨時行政調査会において、デジタル社会の実現に

向けた構造改革のための指針として策定された５つの原則のこと。 

デジタルサイネー

ジ 

表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイなどによって映像

や文字を表示する情報・広告媒体のこと。 

デジタル人材 最新のデジタル技術を活用して、目的を効率的に達成したり、新たな価値を

生み出すことができる人材のこと。 

デジタルデバイド 情報格差のこと。コンピューターやインターネット等の情報通信技術を利用

できる人と利用できない人との間にもたらされる格差のこと。 

デジタル・トランス

フォーメーション 

進化したＩＴ技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革

させるという概念のこと。ＤＸと略される。 

デジタルリテラシ

ー 

デジタル技術の本質的な意義や価値を適切に理解し、正しく活用すること

で、業務や事業に役立てることができる能力のこと。 

テレワーク ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

ドローン 人が乗っていない遠隔操作できる無人航空機体のこと。 

ネットワークカメ

ラ 

カメラ本体にコンピューターが内蔵された一体型カメラのこと。個々のカメ

ラがインターネットに接続することができる。 

被災者支援システ

ム 

被災者台帳や罹災証明書等の各種被災者支援の状況をデジタル技術で連携

させ、生活再建に係る業務全体を共有・管理するシステムのこと。 

ぴったりサービス マイナポータルにあるサービスで、子育てに関する手続をはじめとした、

様々な申請や届出を地域別に検索でき、一部の手続は、オンライン上で申請

できる。また、マイナンバーカードで電子署名が利用できる。 

避難行動要支援者 災害が発生した場合に、必要な情報を迅速かつ的確に把握することや自力で

安全に避難することができないなど、災害時の一連の行動をとるのに支援が

必要な方のこと。 

標準準拠システム 国が作成する標準仕様に適合した情報システムのこと。 
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用語 説明 

プッシュ型子育て

支援 

子育て期のライフイベントに応じて、行政等のサービス提供側が能動的に

（先回りして）情報やサービスを市民に提供するアプローチのこと。 

マイナポータル 政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護をはじめとする、

行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関から

のお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトのこと。 

マイナ保険証 保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。 

マイナ免許証 運転免許情報が記録されたマイナンバーカードのこと。 

メインフレーム 主に企業や自治体の基幹業務システムなどに使用される大型コンピュータ

ーのこと。汎用機、ホストコンピューターとも称される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


